
※

枚目

年
号

年 月 率 コ－ド

01 2 1 5 05 06 4500000 10
１・２
３・４

02 6 4 4 30 08 1200000 06
１・２
３・４

令和5.5千葉事業
所より移動

03 6 1 5 04 12 380000 05
１・２
３・４

令和5年度申告漏れ

04 １・２
３・４

18 １・２
３・４

19 １・２
３・４

20 １・２
３・４

小　計 6080000

第
二
十
六
号
様
式
別
表
一

　　(ロ)

減　価
残存
率

増
加
事
由

摘　要

　　　　　　　　　　(ハ)

価　　額

○○○建設　株式会社
所　有　者　名

耐
用
年
数

取得年月

ルームエアコン（壁掛型）

所   　有　   者   　コ　   －   　ド

　　種類別明細書（増加資産・全資産用）　
　　　　　　　　　(イ)

取得価額

テレビ

資
産
の
種
類

資　産　の　名　称　等 課税標準額

課税標準

の特例

行

番

号

資産コ－ド

溶接機

数
　
量

1
　　令和　６ 年度

00080×××××
枚のうち

1

２．申告年度 
申告年度を記入してください。 

１．所有者コード 
 納税通知書中「整理番号」や同封の

登録資産一覧（参考資料）で確認が取

れましたら記入してください。 

３．所有者名 
 氏名又は名称を記入してください。 
４．ページ数 
 「種類別明細書（増加資産･全資産用）」に
ついて、３枚のうち２枚目というようにページ
数をつけてください。 

５．資産の種類 
 下記の資産の種類に該当する

番号を記入してください。 
「１．構築物」 
「２．機械及び装置」 
「３．船舶」 
「４．航空機」 
「５．車両及び運搬具」 
「６．工具、器具及び備品」 

６．資産コード 
記入する必要はありません。 

７．資産の名称等 
 資産の名称及び規格等を記入してく

ださい。 

８．数量 
 資産の数量を記入してください。数
量が1,000以上のときは「999」と記入
してください。 

９．取得年月 
 資産を実際に取得した年月
を記入してください。なお、年号
については、下記に該当する
数字を記入してください。 
「２．大正」 
「３．昭和」 
「４．平成」 
「５．令和」 
※ 令和6年1月1日に取得した

資産については令和5年の12
月を取得年月としてください。 

１０．取得価額(イ) 
 当該資産の取得価額を記入してください。
なお、「取得価額」は、償却資産を取得す
るために通常支出すべき金額（当該償却
資産の引取運賃、荷役費、運送保険料、
購入手数料、関税、据付費、その他当該
償却資産を事業の用に供するために直
接要した費用を含む。）をいいます。 
 また、法人税法及び所得税法の規定に
よる圧縮記帳については、固定資産税の
評価上認められておりませんので、当該
圧縮額を含めた実際の取得価額を記入し
てください。 

１１．耐用年数 
 減価償却資産の耐用年数等に関する
省令別表第１、第２及び第５から第６まで
に掲げる法定耐用年数を記入してくださ
い。 
 なお、中古資産について、見積耐用年
数を適用している場合はその耐用年数を
記入し、国税局長の承認を得て短縮耐用
年数を適用している場合はその耐用年
数を記入してください。 
※ 「耐用年数の短縮承認通知書」の写

しを添付してください。 

 記入する必要はありません。 
 但し、電算処理方式により全
資産申告を行う場合や、課税
標準の特例の適用がある場
合は記 してください。入  

１２．増加事由 
 該当する事由の番号を○で囲んでください。 
「１．新品取得」 
「２．中古品取得」 
「３．移動による受入」 
「４．その他」 

１３．摘要 
 当該資産について、次のような事項を記入してく

ださい。 
①非課税資産又は課税標準の特例がある資産に

ついて、その適用条項。（例：法第349条の3第1
項） 

②取得年月が平成19年12月以前の資産について、

耐用年数省令の改正により耐用年数を変更した

場合。(例：省令改正○年→○年） 
③短縮耐用年数を適用している資産については、

その旨の表示。（例：短縮） 
④中古資産の見積耐用年数を適用している資産に

ついては、その旨の表示。（例：中古） 
⑤増加償却を行っている資産については、その旨

の表示。（例：増加償却） 
⑥他の市区町村からの移動により受け入れた資産

については、移動の年月。 
⑦資産の申告漏れがあった場合は、その旨の表示。

（例：令和5年度申告漏れ） 
⑧その他当該資産の価格の決定にあたって必要な

事項。 
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２
 
種
類

別
明

細
書
（

増
加

資
産

・
全
資

産
用

）
の

書
き
方

※

枚
目

年 号
年

月
率

コ
－

ド

0
1

2
1

5
0
5

0
6

4
50

0
00

0
1
0

１
・
２

３
・
４

0
2

6
4

4
3
0

0
8

1
20

0
00

0
0
6

１
・
２

３
・
４

令
和

5
.5

千
葉

事
業

所
よ

り
移

動

0
3

6
1

5
0
4

1
2

38
0
00

0
0
5

１
・
２

３
・
４

令
和

5
年

度
申

告
漏

れ

0
4

１
・
２

３
・
４

1
8

１
・
２

３
・
４

1
9

１
・
２

３
・
４

2
0

１
・
２

３
・
４

小
　

計
6
08

0
00

0

第 二 十 六 号 様 式 別 表 一

　
　

(ロ
)

減
　

価
残

存
率

増 加 事 由

摘
　

要

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

(ハ
)

価
　

　
額

○
○

○
建

設
　

株
式

会
社

所
　

有
　

者
　

名

耐 用 年 数

取
得

年
月

ル
ー

ム
エ

ア
コ

ン
（
壁

掛
型

）

所
  

 　
有

　
  

 者
  

 　
コ

　
  

 －
  

 　
ド

　
　

種
類

別
明

細
書

（
増

加
資

産
・
全

資
産

用
）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
(イ

)

取
得

価
額

テ
レ

ビ

資 産 の 種 類

資
　

産
　

の
　

名
　

称
　

等
課

税
標

準
額

課
税

標
準

の
特

例

行 番 号

資
産

コ
－

ド

溶
接

機

数 　 量

1
　

　
令

和
　

６
 年

度

0
0
0
8
0
×

×
×

×
×

枚
の

う
ち

1

２
．

申
告

年
度

 
申

告
年

度
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

１
．

所
有

者
コ

ー
ド

 
 

納
税

通
知

書
中

「
整

理
番

号
」
や

同
封

の

登
録

資
産

一
覧

（
参

考
資

料
）
で

確
認

が
取

れ
ま

し
た

ら
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
 

３
．

所
有

者
名

 
 

氏
名

又
は

名
称

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
 

４
．

ペ
ー

ジ
数

 
 

「
種

類
別

明
細

書
（
増

加
資

産
･全

資
産

用
）
」
に

つ
い

て
、

３
枚

の
う

ち
２

枚
目

と
い

う
よ

う
に

ペ
ー

ジ
数

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。
 

５
．

資
産

の
種

類
 

 
下

記
の

資
産

の
種

類
に

該
当

す
る

番
号

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
 

「
１

．
構

築
物

」
 

「
２

．
機

械
及

び
装

置
」

 
「
３

．
船

舶
」

 
「
４

．
航

空
機

」
 

「
５

．
車

両
及

び
運

搬
具

」
 

「
６

．
工

具
、

器
具

及
び

備
品

」
 

６
．

資
産

コ
ー

ド
 

記
入

す
る

必
要

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

７
．

資
産

の
名

称
等

 
 

資
産

の
名

称
及

び
規

格
等

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 

８
．

数
量

 
 

資
産

の
数

量
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
数

量
が

1,
00

0以
上

の
と

き
は

「
99

9」
と

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

９
．

取
得

年
月

 
 

資
産

を
実

際
に

取
得

し
た

年
月

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
な

お
、

年
号

に
つ

い
て

は
、

下
記

に
該

当
す

る
数

字
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

「
２

．
大

正
」

 
「
３

．
昭

和
」

 
「
４

．
平

成
」

 
「
５

．
令

和
」

 
※

 
令

和
6年

1月
1日

に
取

得
し

た
資

産
に

つ
い

て
は

令
和

5年
の

12
月

を
取

得
年

月
と

し
て

く
だ

さ
い

。
 

１
０

．
取

得
価

額
(イ

) 
 

当
該

資
産

の
取

得
価

額
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

「
取

得
価

額
」
は

、
償

却
資

産
を

取
得

す
る

た
め

に
通

常
支

出
す

べ
き

金
額

（
当

該
償

却
資

産
の

引
取

運
賃

、
荷

役
費

、
運

送
保

険
料

、
購

入
手

数
料

、
関

税
、

据
付

費
、

そ
の

他
当

該
償

却
資

産
を

事
業

の
用

に
供

す
る

た
め

に
直

接
要

し
た

費
用

を
含

む
。

）
を

い
い

ま
す

。
 

 
ま

た
、

法
人

税
法

及
び

所
得

税
法

の
規

定
に

よ
る

圧
縮

記
帳

に
つ

い
て

は
、

固
定

資
産

税
の

評
価

上
認

め
ら

れ
て

お
り

ま
せ

ん
の

で
、

当
該

圧
縮

額
を

含
め

た
実

際
の

取
得

価
額

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
 

１
１

．
耐

用
年

数
 

 
減

価
償

却
資

産
の

耐
用

年
数

等
に

関
す

る
省

令
別

表
第

１
、

第
２

及
び

第
５

か
ら

第
６

ま
で

に
掲

げ
る

法
定

耐
用

年
数

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
 

 
な

お
、

中
古

資
産

に
つ

い
て

、
見

積
耐

用
年

数
を

適
用

し
て

い
る

場
合

は
そ

の
耐

用
年

数
を

記
入

し
、

国
税

局
長

の
承

認
を

得
て

短
縮

耐
用

年
数

を
適

用
し

て
い

る
場

合
は

そ
の

耐
用

年
数

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
 

※
 

「
耐

用
年

数
の

短
縮

承
認

通
知

書
」
の

写
し

を
添

付
し

て
く
だ

さ
い

。
 

 
記

入
す

る
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。

 
 

但
し

、
電

算
処

理
方

式
に

よ
り

全
資

産
申

告
を

行
う

場
合

や
、

課
税

標
準

の
特

例
の

適
用

が
あ

る
場

合
は

記
し

て
く
だ

さ
い

。
入

 

１
２

．
増

加
事

由
 

 
該

当
す

る
事

由
の

番
号

を
○

で
囲

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

「
１

．
新

品
取

得
」

 
「
２

．
中

古
品

取
得

」
 

「
３

．
移

動
に

よ
る

受
入

」
 

「
４

．
そ

の
他

」
 

１
３

．
摘

要
 

 
当

該
資

産
に

つ
い

て
、

次
の

よ
う

な
事

項
を

記
入

し
て

く

だ
さ

い
。

 
①

非
課

税
資

産
又

は
課

税
標

準
の

特
例

が
あ

る
資

産
に

つ
い

て
、

そ
の

適
用

条
項

。
（
例

：
法

第
34

9条
の

3第
1

項
）

 
②

取
得

年
月

が
平

成
19

年
12

月
以

前
の

資
産

に
つ

い
て

、

耐
用

年
数

省
令

の
改

正
に

よ
り

耐
用

年
数

を
変

更
し

た

場
合

。
(例

：
省

令
改

正
○

年
→

○
年

）
 

③
短

縮
耐

用
年

数
を

適
用

し
て

い
る

資
産

に
つ

い
て

は
、

そ
の

旨
の

表
示

。
（
例

：
短

縮
）

 
④

中
古

資
産

の
見

積
耐

用
年

数
を

適
用

し
て

い
る

資
産

に

つ
い

て
は

、
そ

の
旨

の
表

示
。

（
例

：
中

古
）

 
⑤

増
加

償
却

を
行

っ
て

い
る

資
産

に
つ

い
て

は
、

そ
の

旨

の
表

示
。

（
例

：
増

加
償

却
）

 
⑥

他
の

市
区

町
村

か
ら

の
移

動
に

よ
り

受
け

入
れ

た
資

産

に
つ

い
て

は
、

移
動

の
年

月
。

 
⑦

資
産

の
申

告
漏

れ
が

あ
っ

た
場

合
は

、
そ

の
旨

の
表

示
。

（
例

：
令

和
5年

度
申

告
漏

れ
）

 
⑧

そ
の

他
当

該
資

産
の

価
格

の
決

定
に

あ
た

っ
て

必
要

な

事
項

。
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２ 種類別明細書（増加資産・全資産用）の書き方




